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社会資本整備審議会 建築分科会 第６回建築基準制度部会 

平成２５年５月２０日 

 

 

【事務局】  定刻になりましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。本日

は、雤の中お集まりいただきまして、ありがとうございますよろしくお願いいたします。

以降、座りまして進めさせていただきたいと思います。 

 本日はマスコミの取材希望がございますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

 なお、議事につきましては、分科会に準じて、プレスを除き一般には非公開ということ

になっております。 

 それから、議事録は、委員のお名前を伏せた形で、後日国土交通省のホームページにお

いて公開することといたしたいと存じますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、まず最初に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料、

議事次第の後ろに配付資料一覧があろうかと思います。資料１が委員名簿。資料の２が適

判制度に対する設計者等の主な意見。それから、資料の３が効率的かつ実効性ある建築確

認制度等のあり方の検討。それから、資料の４が本日いただきました委員の皆様方からの

ご意見をまとめたものでございます。それから、資料の５が今後のスケジュールでござい

ます。それから、参考の１がこれまでいただいた委員の先生方の意見をまとめたもの。そ

れから、参考の２が都道府県別の適判機関の業務範囲をまとめたものでございます。欠落

はございませんでしょうか。ございましたら、事務局までお申し出いただきたいと思いま

す。 

 それでは、最初に定足数を確認させていただきたいと思います。本日は当部会に所属い

ただいております委員・臨時委員の計１４名中、現在のところ１０名の方にご出席いただ

いております。後ほどおくれて来られる方もいらっしゃるかと思いますが、一応、社会資

本整備審議会令第９条によりまして、本部会が成立しておりますことをご報告申し上げま

す。 

 それから、専門委員の中で人事異動等で新たに専門委員としてご参加いただくことにな

りました委員につきまして、ご紹介させていただきたいと思います。○○委員でございま

す。 

【委員】  ○○でございます。よろしくお願いいたします。 
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【事務局】  なお、本日は○○委員、○○委員、○○委員、○○委員におかれましては

ご欠席とのご連絡をいただいております。 

 それでは、以降の議事運営につきましては、○○部会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  委員の皆様方には、足元のお悪い中、お集まりいただきまして、ありがと

うございました。 

 それでは、ただいまから第６回建築基準制度部会の議事に入らせていただきます。本日

の議事は、効率的かつ実効性のある確認検査制度等のあり方についての検討でございます。

今日は特にこれを決めなくちゃいけないという項目はないようでございますので、また例

によって自由なご意見をいただきたいと思います。だんだんそれを集約して、この部会と

しての報告を出していくという筋になっております。 

 それでは、まず事務局より、議事の効率的かつ実効性のある確認検査制度等のあり方に

ついてということで、資料の２と３ですね。あと、お手元に参考資料がございますので、

それらを横に置きながら事務局の説明をまず伺いたいと思います。説明は事務局からして

いただくことになっております。じゃ、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、最初に資料２でございます。これは実は先日、○○委員からご

指摘がございました、設計者等がどういうふうに適判制度等について意見を持っているか

ということについて調べるべきだろうということで、実はこれにつきましては、過去何度

かいろいろなヒアリング等を実施しておりまして、いろいろな団体等にヒアリングした結

果をまとめたものがお手元にございます。実はこの中で一部、既に措置しているものもご

ざいますけれども、基本的なところは、後ほど委員の先生方に、関係団体の代表の方もい

らっしゃいますので、追加で意見をいただくということで、一応、過去いただいたものの

中で、まだ対応できていない部分も含めて、ご紹介させていただきたいと思います。 

 まず最初に、１ページでございますが、建築士会連合会のほうからでございまして、こ

の中では１つは、適判機関と民間の確認機関につきましては、役割分担を明確にした上で

一体化した審査が行えるようにしてほしいというようなご要望。それから２番目、混構造

については一部、これは既に政令・告示の改正をして措置している部分がございますが、

適判からの対象を除外してほしいということ。それから３つ目が、エクスパンションジョ

イントで連結した建物についての適判の取り扱いを適正にしてほしいと。それから、伝統

木造の構造計算などについての合理化をできないかというものでございます。 

 それから、事務所協会連合会、日事連のほうからいただいているものでございますが、
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１つは適判の対象を尐し限定すべきではないかということ。それから、構造設計一級建築

士というのが建築士法の改正でできましたが、これが関与した物件については、一定のも

のについて適判制度の対象から除外するというご要望。それから、先ほどと同様に、エク

スパンションジョイントで接合されたものについての合理化をすべきだということ。それ

から、１つ飛ばしまして、適合性判定機関の独立要件を撤廃して、同じ機関でできるよう

にすべきだと。これは士会連合会とも同じようなご意見をいただいております。その他幾

つか、適判機関の適判員の責任を明確化すべきである等々のご意見をいただいております。 

 それから、次の３ページでございますが、日本建築家協会からいただいたものでござい

まして、これも先ほど出ましたが、構造設計一級建築士が関与した物件については適判を

不要とすべきだと。それから、伝統木造についても合理化すべきであろうと。それから、

１つ飛ばしまして、地域によって適判機関の数にばらつきがございまして、１つしかない

ところについては非常に時間がかかると。これについては、もう尐し複数の機関が選択で

きるようにすべきであろうと、こういうご意見もいただいております。 

 それから、住団連からは、３階建て以下の小規模な建築物については、高さとか軒高な

どにかかわらず適判の対象から除外すべきであるというようなご意見をいただいておりま

す。 

 それから、これは建築業協会、今、日本建設業連合会に団体名が変わっておりますけれ

ども、ここからは、先ほどと同様に、構造一級建築士が関係したものについては、発注者

の同意を得た上で適判の対象を除外すべきだ、不要にすべきだと。それから、先ほどと同

様に、エクスパンションジョイントによって別棟になっているものについては独立した扱

いにすべきだと。 

 それから、住宅メーカーに個別に当たった場合も幾つかございまして、発注者がみずか

ら使用するものについては、適判を受けるかどうか選択できるようにすべきだろうと。 

 それから、２つ目のメーカーのご意見は、適判の規模は大きいものに限定すべきだと。

それから、建築主が利用するようなものについては、構造設計一級建築士が関与したもの

については免除できるような仕組みにすべきではないかというご意見でございます。 

 それから、最後の５ページでございますけれども、これは構造設計を主に行っておりま

す方々の団体でございますが、構造技術者協会からは、１つは、適判とそれから設計者の

面談みたいな形でちゃんと説明、質疑できるようにすべきだろうと。それから、事前協議

を制度化すべきだろうと。それから、適判を行う建物については、構造計算については適
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判機関だけでいいのではないか。実質上、そこしか行っていないのではないかというよう

なことで、そういったご意見をいただいております。それから、適切に適判員を設計者が

選別できるような仕組みにすべきだろう。それから、設計者と適判員の意見の相違がある

場合に、例えば専門の委員会で判断するというようなことで迅速な対応が図れるのではな

いかというご意見。それから、これは趣旨は、多分適判を前置主義にして、前に持ってき

て、適判を受けてから確認を受けるような仕組みに変えるべきではないかというご意見で

ございます。 

 それから、日本弁護士連合会、日弁連からもご意見をいただいておりまして、これは、

基本的に適判制度は存続すべきであって、対象範囲も縮小すべきではないというご意見。

それから、罰則等も強化すべきだというようなご意見もいただいております。 

 以上が各団体等からのご意見でございます。 

 次に資料３でございます。今日はこれを主な議題にご議論いただければということで事

務局で作成した資料でございます。 

 項目は、１ページ目にございますとおり、適判制度、それから確認の手続、仮使用承認。

それから、確認の一部でございますが、昇降機とか遊戯施設の確認。それから、昇降機等

の定期検査とか維持・運行管理の問題。それから、新技術の円滑な導入に向けた仕組みの

検討というような、この６項目につきまして尐し資料を作成させていただきました。 

 まず１つは適判制度でございますけれども、ここに尐しご指摘、整理をしておりますけ

れども、まず現状どうかということでございますけれども、やはり現状でも、ここにござ

いますとおり、適判でかなりいろいろな指摘をしている現実がございます。例えば１つは

モデル化が不適切であるということについて指摘した事例。それから、積載荷重を間違っ

ているというようなことについて指摘した事例がございまして、現状においいてもやはり

適判は有効に機能しているのではないかということでございます。 

 ３ページ目に参りまして、現状はどういうふうになっているかということでございます

が、実は平成２２年の運用改善の第１弾というところで、並行審査をできるだけ導入して

ほしいということでお願いしております。これは従来は確認を受けてから一定の審査をし

た上で適判機関に回してくださいということで、確認が先にあって、その後適判に行って、

また適判から結果をもらって、最終的には確認機関が確認をおろすというようなことにな

っていたんですけれども、それだと時間がかかるということで、並行審査ができるような

仕組みに変えております。こういうふうになりまして、ここに模式図がございますけれど
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も、基本的には、並行審査でございますから、申請者が建築主事と適判機関にそれぞれ中

身を説明して、同時進行的に進んでいくというようなことで今進められているところが多

くなっているということでございます。 

 ただ、２つ目の丸にございますけれども、その場合は図面の不整合などがあった場合に

非常に事務処理が煩雑になるということで、慎重に対応しているというか、なかなか並行

審査をやらないところも一部ございますし、今でも昔どおり、主事等の審査が終わってか

ら適判機関というようなことをやっているところもあるということでございます。 

 それから、事前相談をできるだけやってほしいということを私どもはお願いしているの

でございますが、実際にやっていただいているところは全体の４分の３ございます。ただ、

この場合も、これは運用改善第２弾の中で、できるだけ共同で事前相談をやれないかとい

うこともお願いしているのですが、共同でやっているところは今３機関だけでございまし

て、なかなか実施されていないと。そういうことで、現実的には申請者は、確認する建築

主事とか確認機関に相談した上で、また別途適判機関にも事前相談するというようなこと

で、２つの手続、手間がかかっているという実態でございます。なぜ共同実施ができない

かということで理由を聞きますと、なかなか日程調整が難しいと。遠隔地に適判機関があ

ったりして、時間調整に非常に手間取って、時間がかかってしまうということで、なかな

か難しいというようなことがございました。詳しくは１２ページにその辺のことを書いて

ありますので、後ほどちょっとお読みいただければと思います。 

 それから、４ページに参りまして、これも同じようなことでございますけれども、やは

り主事、確認機関と、それから適判機関が別の組織になっておりまして、補正を調整した

り指摘事項の趣旨を同じにして申請者に対してご説明するのは非常に難しいという側面が

ございます。これは、こういう指摘があるということでございます。 

 それから３つ目は、先ほど団体からのご要望にもございましたけれども、複数の機関が

やっているかということですが、実は１機関のみというところは北海道、大分。これは大

分県は県が直接やっているものですから１つしかないということと、それから、２つ以上

指定されているところも１５あるんですけれども、実質的にお互いに業務範囲を区切って

いて、同じ建物については１つしかできないことになっていて、複数あるんだけれども、

実質は１つしか選べないというようなことになっているのが１５県ございます。この辺も

６ページに詳しくございますので、後ほどお読みいただければと思います。 

 この実質１つしかないところを見ますと、複数指定されているところに比べて、今でも
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やはり７日間ぐらい適判に多くかかっていると。これは平均日数を調べますと、そういう

結果が出ていまして、審査期間が長くなっていると。この原因を調べますと、１機関の場

合は１人当たりの対象物件数といいましょうか、審査している物件数が多いということが

出ていまして、その結果、日数が長くなっているということでございます。この辺は９ペ

ージに資料がございますので、後ほどお読みいただければと思います。判定員が処理する

件数が多いものですから、どうしても時間がかかっているというような実情でございます。 

 それからもう一つ、これは適判機関から指摘されている部分があるんですけれども、１

４ページをお開きいただきたいと思います。実は私どもが適判をつくったときに、こうい

う手順でこういうことをやってください、業務範囲はこういうふうになっていますよとい

うことになっていまして、適判機関とそれから確認機関の業務範囲を整理しております。

構造計算の部分についてはダブルチェックということになっていて、それ以前の、例えば

意匠図と構造図が整合しているかどうかとか、例えば構造計算で出てきた断面の大きさと

それから図面が合っているかどうかというところについては、これは別に専門的な知識の

ある方じゃなくてもできるものですから、ここは建築主事等が見て、適判機関は構造計算

の中身に専念してくださいとなっているんですけれども、実質上は赤丸になっているとこ

ろのように、不整合の部分の整合もかなり適判機関が負っていると。この結果、かなりの

負担になっているというようなご指摘がございます。これはどうしてかということなんで

すけれども、先ほどちょっとご説明した並行審査になっているということもあって、適判

機関がどうしてもその部分を見てしまっているというようなことも一因になっているので

はないかということでございます。 

 それから、４ページに戻っていただきまして、あと常勤と非常勤の差があるのかという

ことを調べましたが、やはり非常勤の場合、どうしても日程調整等もございまして、実質

的に常勤に比べると尐し時間がかかっているということと、それから、非常勤が非常に多

いところでは事前相談を受けない、対応できないという理由だと思うんですけれども、そ

ういった傾向が見られるということでございます。 

 それで、５ページにございますが、尐し課題を整理させていただきました。今回いろい

ろ調査した結果、共同で事前相談することは非常に難しいということで、申請者からする

と、主事、民間の確認機関と、それから適判機関それぞれに説明するということで、これ

にかなり手間がかかっていると。指摘事項がありますと、その回答についてもそれぞれ両

方にやることになっているということでございます。 
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 それから、やはりこれは実質の審査の中身で出てくるんですけれども、審査側、いわゆ

る確認機関側と判定機関側でお互いに図面を確認しながら打ち合わせていったほうが効率

的な部分はあるんですけれども、これは実質的に非常に難しい。こういうことができない

ようになっているものですから、効率的でない部分があるんじゃないかという指摘があり

ます。 

 それから、適判機関からしますと、図面の整合性など、本来、確認機関側とか主事側で

やっていただかなきゃいけない部分もかなりやらされているというようなことになってい

ると。 

 それから、適判機関の選択肢が限られている、あるいは対応できる判定員が限られてい

ると、やはりどうしても時間がかかるというような問題があるということでございます。 

 これから尐しご議論いただく上では、申請者側の負担軽減と、それから審査する側の効

率的でかつ適正な審査をどういうふうに実現していくかという意味での仕組みを検討する

必要があるのかと。それから、もう一つは、件数に応じた審査体制とか相談体制づくりを

やっていかなければいけないのではないか。この辺についての議論が必要ではないかとい

うことでございます。 

 次に、１６ページまで尐し飛ばさせていただきます。次に適判の対象でございますけれ

ども、ここは現状、書いてありますとおり、今、木造の３階建てとか鉄骨造の３階建て、

主に住宅などなんですけれども、最近、比較的階高を高くするようなものが増えてきてい

るものですから、今、軒高９メートルを超えるようなものが増えてきているんですが、こ

れも今、法令上、全て原則的には適判の対象になるということになっています。 

 それから、先ほど来出ておりますが、エキスパンションジョイントで接合された場合、

構造計算はそれぞれ区切られた部分の規模によって決められています。したがいまして、

エキスパンションジョイントで区切られた部分の規模が小さい場合、これは本来適判のか

からない対象の規模にもかかわらず、建物全体の規模が大きいがために、これも全部適判

の対象になるということで、その部分についての適判のための資料づくりが必要になって

いるというような問題がございます。こういったようなこと。 

 それから、適判が要るものと要らないものではかなり、３０日ぐらい審査日数に差があ

るということです。 

 この課題につきましては、ほんとうに小規模な住宅等について、軒高の違いによって、

多分数十センチの違いなんですけれども、この違いによって適判の対象になるかならない
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かということになってきていまして、この辺については、構造計算の中身も含めて、適判

の対象にするかどうかについての検討がやはり必要ではないかと。それから、エキスパン

ションジョイントについては、これも合理性を考えると、尐し不合理な仕組みになってい

るのではないかということでございます。これらについて、見直しの方向については、中

身に応じてきちんと適判の対象を仕分けていくことが必要ではないかということで、この

辺についてご議論いただきたいと思います。 

 それから、次が２０ページをお開きいただきたいと思います。次に、建築確認の主に計

画変更といいましょうか、このことについてご説明させていただきます。現状、建築確認

というのは、いわゆる竣工時の建物の具体的な計画を申請してくださいということになっ

ております。したがいまして、当然、最初に立てたものと変わってまいりますと、変更手

続が必要になります。下のフローにございますとおり、工事中にいろいろな変更がありま

すと、その都度、計画変更の手続をとっていただいて、確認をもう一回とっていただいて

から、その次の作業に進むというようなことになっているわけです。 

 ただ、一定のもの、詳細はご説明いたしませんが、２２ページに書かれておりますよう

な軽微な変更については、そういった手続は要らないことになっていまして、例えば小ば

りがちょっと変更するようなものとか、内装材料が基本的に性能のいいものに変わるよう

なものとか、こういった部分については要らないということになっているわけでございま

す。 

 ただ、２１ページをお開きいただきたいと思います。実は、これは大規模な建物に非常

に多いんですが、入居するテナントがまだ決まらない段階で、というか、これはテナント

が変わることも含めてなんですけれども、いわゆる竣工時の計画が詳細に決まらない段階

で確認を行うことが最近増えてきております。そうした場合、一応、こんなふうになるだ

ろうということを想定して確認申請を行っていただいております。当然、そういうことで

ございますから、テナントが幾つか決まってくると、その段階で計画内容が決まってまい

りますので、その都度、計画変更の手続をやっているということでございますが、この仕

組みが実態に合っていないんじゃないかというご指摘がございまして、結局、申請者、そ

れから審査する側にも双方に負担がかかっているという現状がございまして、もう尐し実

効性があって円滑に進むような手続を考えていく必要があるのではないかということでご

ざいます。 

 ちなみに、どのぐらい今、計画変更の手続が行われているかというのは２３ページにご
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ざいまして、今、確認の件数が６０万件弱ぐらいでございますが、そのうち４万５,０００

ぐらい計画変更の手続が行われているということでございます。住宅等はそういったケー

スは尐ないわけでございますので、比較的大きなものについてはかなりの割合で行われて

いると言えるのではないかと思います。 

 具体的な事例は２４、２５にございますけれども、２５ページにあるように、最初の計

画と尐し、テナントが決まってきますと、配置が変わってきたり間仕切りが変わってくる

というような事例があるということでございまして、この場合は３回ぐらい変更の手続を

しているということでございます。 

 次に２６ページでございます。これは計画変更と関連する部分もございますけれども、

実はテナントが決まらずに竣工しているといいましょうか、もう使える段階にあってもテ

ナントが決まってないというケースも結構ございまして、その場合は仮使用承認というの

をとれば使えるような仕組みになっています。これは実は昔、かなりデパート火災が頻発

したときに、工事中の火災が全体に広がって大災害につながるというようなことも踏まえ

て、こういう仕組みが導入されたんですけれども、主に工事中にちゃんとそこで火事が起

こらないようにできているかどうか、工事現場から広がって、それが在館者の避難に問題

を起こさないかどうかというような観点で審査基準を決めております。３つございまして、

仮使用する部分の避難安全性が大丈夫かどうか。それから、ちゃんと仮使用の部分と工事

部分が区画されていて、防火的に広がらないようになっているかどうか。それから、工事

部分が出火しないような防火管理がされているかどうかというようなことの審査が行われ

ております。このうち３番目の部分については、物理的というよりは人の対応、管理みた

いなこともございまして、個別にかなり裁量性が強いものですから、今は行政だけが対応

できる、民間の確認機関ではできないとなっています。 

 次のページにございますが、課題でございますけれども、実はこれ、いろいろな規制改

革などでご要望が出ているんですけれども、今、民間の機関がかなりシェアが増えてきて

いる中で、仮使用を仮に民間の確認を受けたものについて行おうといたしますと、特に仮

使用の部分の避難安全性が大丈夫かということを審査するために、基本的に、仮に行政が

やろうとすると、計画の全体を一から尐し勉強するというようなことが行われていまして、

このためにかなり時間がかかっております。行政からすると、確認した物件じゃないもの

ですから、一から中身を理解しなきゃいけないというようなこともあって、そういった部

分にかなり時間がかかっていますし、申請者側もその説明にかなりまた時間をとられると
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いうようなこともございまして、この部分がかなり負担になっているということで、民間

の指定確認検査機関が確認を行った物件についての仮使用について円滑にできるような仕

組みを考える必要があるだろうということについて検討していく必要があるのではないか

ということでございます。 

 あと、２９ページからは、どのぐらいのどういったものがあるかということですが、３

０ページにございますけれども、いろいろなパターンがございまして、なかなか一律には

取り扱えないんですけれども、資材の搬入ルートが避難ルートと重なっているようなもの

もあれば、分離されているようなものもあったり、別棟みたいになっているケースもあっ

たり、いろいろなケースがございまして、ケースによっては簡略化できる部分もあるので

はないかということでございます。 

 次に３１ページをお開きいただきたいと思います。これは昇降機とか遊戯施設の確認の

審査の実態でございます。エレベーターですとか遊戯施設については、かなり機械の部分

の安全性を見ることになっていまして、それぞれエレベーターの詳細な仕様が出てまいり

ます。それから、構造計算も一緒に出てきて、それらの中身を見るということになってい

るんですけれども、実態はどうかということが３３、３４にございますけれども、かいつ

まんで申し上げますと、まず１つは、構造強度を見なければいけないことになっています

が、構造強度でございますから、構造計算書に書かれた記載、構造計算書の中身が大丈夫

かということもやらなければいけないんですが、それらを審査した上で、当然、先ほどの

整合性のチェックもしていかなければいけませんが、この部分について必ずしも十分に洗

えていないという実態がございます。 

 それから、もう一つは安全装置。機械のかなりハードの部分につきましては、構造図で

すとか制御盤の回路図なんかを見て、所要の性能があるかどうかということも見ることに

なっているんですが、これは実質上ほとんど行われていないという実態がございます。実

際に審査している職員はどうかでございますが、詳しい人がいるかどうかを聞きますと、

いないというところが２５％、それから１人はいるというところが２７％ということで、

かなり体制が不十分だということがございます。 

 課題としては、こういった審査が徹底されていないということでございます。特に安全

装置等の性能の確認につきましては、これは相当な専門家でないと判断できないのではな

いかというご指摘もあって、実質上かなり困難な部分があるということでございまして、

これらについてはやはり審査の徹底ということなんですけれども、実効性のある審査体制
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をどうするか、これは専門家の活用も含めて考えていかなければいけないのではないかと

いうことでございます。 

 次に３６ページでございます。これからは尐し維持保全といいましょうか、使用段階の

問題でございますけれども、１つは定期検査という法定の検査制度がございます。これは、

ここに書いてございますが、ここでは昇降機だけを尐し抜き出しておりますが、昇降機等

については６カ月から１年の間の期間で、これは特定行政庁が期間を定めます。例えば１

年ごととか決めて、そのごとに一定の資格者、資格者は２つ目の丸にございますが、一級

建築士、二級建築士あるいは昇降機検査資格者ということですが、実質的には昇降機の場

合は昇降機検査資格者だけしかほとんど行っておりません。この方々が検査して、その結

果を特定行政庁に報告するという仕組みになっております。ここで、これまでいろいろな

事例があるんですけれども、この検査資格者については、基本的には検査に問題があった

場合の罰則がないとか、それから、昇降機検査資格者については処分規定も法文上明確に

されていないというような問題もございます。なお、検査項目とか判定の基準等について

は告示で規定されております。 

 課題でございますが、これは検査という事の性格もあるんですが、検査が適切に実施さ

れたかどうかを後から確かめるのは非常に難しいという問題もございますし、それから、

罰則とか処分規定がございませんので、検査者の責任が不明確になっているという現状に

ございます。それからもう一つは、やはり定期検査の中身自体、検査内容が不十分である

とか、検査がどうも適切に行われなかったのではないかということが一因となって重大事

故が発生しております。これまで平成１８年から２４年までの間の重大事故１２件、死亡

事故ですとか、あるいは戸開走行事故なども含めて１２件あるんですが、このうち５件ぐ

らいがやはり定期検査の問題があるのではないかということが報告書の中で指摘されてお

ります。このため、検査の内容ですとか検査体制のあり方について尐し見直しが必要では

ないだろうかということでございます。 

 ３７ページからは、事故とか、その際に定期検査がどう行われていたか、それから事故

原因の分析等がございます。 

 それから、次の維持保全の部分でございます。３９ページでございますが、この点につ

いては、建築基準法の中では、いわゆる常時適法な状態に維持保全するように努力義務を

課しています。罰則はございません。なおかつ、必要に応じまして所有者の方には、一定

の建物については維持保全計画書を作成したりして適切に措置を講じてくださいというこ
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とを求めておりますが、これも罰則はございません。 

 この維持保全計画については、告示でどんな項目を定めなければいけないかというのが、

４０ページの右下にあるような中身が規定されています。例えば、維持保全の実施体制で

すとか、点検とか修繕に関する事項を定めてくださいというようなことになっているとい

うことでございます。 

 それから、昇降機についてはさらに、昨今の重大事故を踏まえまして、いわゆる保守点

検業者の選定の際に留意すべき事項ですとか、保守点検項目をどういうふうに結べばいい

かというようなことの参考になるように、維持管理に関する指針とか、それから標準契約

書を今作成しているところでございます。近々出したいと考えております。 

 それから、遊戯施設につきましては、維持保全計画書あるいは運行管理規程の作成の手

引きというのをつくりまして、事業者に対して、これに基づいた維持保全計画書あるいは

運行管理規程を作成して適切に維持保全、運行管理をしてくださいという指導をしており

ます。しかしながら、これらについては、いずれにしても行政指導になっておりますので、

やはり相変わらず維持保全ですとか運行管理が適切に行われていないことが一因となって

重大事故が発生するという事実はございます。したがいまして、こういったものについて、

特に動くものにつきましての維持保全、運行管理を徹底するための方策について尐しご議

論いただきたいということでございます。 

 それから、４３ページに飛ばさせていただきます。最後に、新技術の円滑な導入という

こともいろいろなところで指摘をいただいておりまして、実は現在、特認の制度がござい

ます。構造方法等の認定というふうになっております。この規定は、構造上の基準その他

の技術的基準に適合することについて大臣が認定するということになっているんですが、

この構造上の基準というのは基本的には性能基準を言っておりまして、この性能基準が法

令上明確になっていないものについては認定の対象にならないというようなことになって

います。したがいまして、新しい、ほんとうに特殊なものが出てきた場合には、新しく性

能基準を考えていくことが必要になるために、どうしても時間がかかってしまうというよ

うなことがございます。そういった問題がございますので、より円滑な新技術の導入に向

けた仕組みをどうするかということについてもご議論いただきたいということでございま

す。 

 以上、簡単ではございますが、この資料の説明をさせていただきました。 

 それから、最後に参考資料２でございますが、これは○○委員からでしたか、前回、適
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判機関の業務範囲はどうなっているんだというようなご指摘をいただきましたので、整理

したものをつくっておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。ただいまの事務局からの確認制度のあり

方についてという資料２でございます。これについては、まずはご質問ということで、審

議は後で行いますので、ご質問を受けたいと思います。項目が大きく言うと１から６まで

あるんですけど、どの項目についてどういう点を確認したいとか聞きたいと、そういうこ

とでご発言をお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。比較的大部な資料です

から、中身をなかなかすぐにご理解いただけないかもしれませんけど。パワーポイントの

表紙をあけた裏側の１から６項目までということで資料説明をしていただきました。特に

質問はよろしゅうございますか。意見交換は後でやらせていただきますけれども。 

 じゃ、特なるご質問というか確認事項はないということで、続きまして、前回お諮りい

たしましたように、各委員から適合性判定制度についてご意見をということで、資料４で

ございます。Ａ４の縦書きのものでございます。ご意見をいただいたのが、共同意見を含

めて５名の方から提出いただいております。表書きに書いてありますように、委員のあい

うえお順からいくと、○○委員、それから○○委員、○○委員、○○委員、それと○○委

員、○○委員、○○委員、○○委員の共同意見という形。それについて、まず提出してい

ただいた方に資料の内容についてそれぞれ数分ということで、３分から５分ぐらいという

ことを考えておりますが、ご紹介いただきたいと思います。それから、特にメール等で事

務局のほうに寄せなかったけれども、今こういう意見があるということで、ここにお名前

のない方のご意見表明もいただきたいと思いますので、それは後でということにいたしま

す。 

 それでは、まず資料４に沿いまして、あいうえお順ということで、○○委員。 

【委員】  ○○と申します。それでは、こちらのほうの意見についてご説明させていた

だきます。 

 まずその前に、私も３年前の建築基準法見直し検討会のほうの委員として参加させてい

ただいて、同じような討論をさせていただきました。基本的に我々は低層の住宅関係とす

る団体なので、その意見がメーンになってきます。ただ、これは、やはり住宅というのは

非常に裾野が広い。それに経済にも影響する。それと、企業の利益だけじゃないかという

形で言われたこともあったんですけど、決してそんなことはなくて、買い手も売り手もお
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客様という観点のもとに、現在に基づいて、今の基準がほんとうに適正なんだろうか、過

剰になっていないだろうか、安全を第一で考えているということのもとにお話をさせてい

ただきたいと思います。５分ぐらいで話をさせていただきます。 

 １番のポイントで、建築確認日数が５０日になっていることの妥当性について。要は、

これは大型の建物の工期を要する物件と、いわゆる戸建て住宅ではお客様の負担の大きさ

が異なるということを観点に、適判が必要でない戸建て住宅の確認審査は現在１週間から

２週間、まして２階建てにあっては１週間程度であるから、これの有無によって非常に建

築主の負担が大きいということです。 

 事業用の建物、マンション等はしっかりした事業計画に基づいて計画されるわけなんで

すが、個人が建築主となる場合は、着工日や引き渡しがご家族の事情によって決まるとい

う流動的な要素を含んでいるのが現状です。やはり確認審査する期間が短いほど工程の調

整がしやすいですし、短縮への要望が多いというのが我々の業界の要望です。それと、小

規模な建設においては、やはり適判にかからない、実際、構造ルート１を選択する理由に

なっているのも現状でございます。やはり合理的な設計ができるように、建築主の不利益

を避けることは必要であると思いますので、これを推進すべきじゃないかということです。 

 ２番目に、建築確認審査の合理化についてなんですが、実は資料３ですとかＰ９とか書

いてありますが、これは前回の会議のときに国交省様のほうから配っていただいた資料の

番号を言っておりますので、今回の番号とは違います。 

 これも要は、構造ルートの違いによる審査期間の顕著な差はないということが前回も示

されていますし、建物が大きくなれば長くなるという、これは当然だと思います。２０１

０年に適判の検討委員会が設置されて、ルート２計算の一部を適判の対象から除外すると

いう検討を行ったわけですが、先ほどもお話がありましたエキスパンションや膜構造や小

規模な混構造、これについては第２回の開催以降は中断しているような形に見えます。結

論に至らぬ検討を含め、未公開の情報があれば開示していただきたいということと、小規

模で特殊性の尐ない建築物におけるルート２の計算であればピアチェックを要さないとい

う見込みがあって始まった委員会でありますから、この除外についても検討していただき

たいという意見です。 

 全建物を想定した一般則を定めようとすることは非常に難しいんですが、境界線を引く

よりも、建築主事や確認機関が必要に応じて適判を求めることが本来じゃないかと。ただ、

その場合においても、申請する側は全体工程を見積もるために、申請の事前に適判の要否
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を把握しなければならないので、事前相談の段階で要否が示されるべきであるという意見

です。 

 それから３番目に、建築主事等特定行政庁における審査体制が不十分であることについ

て。これの意見ですが、いわゆる行政庁の審査処理は、すみません、失礼な言い方ですけ

ど、低下状況にあり、要は長いというのが前回の資料からも、いただいて、ちょっとわか

っていると。これは市場競争原理が働いているのかな、やはりそうなのかなと。今後も民

間の活用をすることは、これは避けられないんじゃないか、うまく使っていくべきではな

いかと。 

 基準法の６条の２の第１項には、検査機関の確認は主事による確認とみなすとあり、１

０項では、検査機関が行った確認済証の交付は行政庁に報告することを求めて、１１項は

機関の交付した確認証の失効権を行政庁に持たせていると。こういった仕組みは、民間機

関の裁量を萎縮させて、ちょっと支障があるんじゃないかと。審査の能力においては、こ

ういった現状を鑑みると、もっと適切な見直しが必要なんじゃないかと。それは当然、審

査を行った、判断を持った者が責任を負う仕組み、これは必要です。 

 建築物の計画が関係規定に適合することを確保することが、住民の生命、健康及び財産

の増進を図る上でやはり責務であるとされていますが、いわゆる民間の検査機関の健全な

運営について、適切な助言を行うことが公共団体の役割ではないかということです。 

 それと最後の４番目、確認と適判を同じ機関が行うことについて。先ほどの事前相談の

有効性から、確認審査の現場では申請者に適判機関を事前周知する慣習が定着しています。

これもデータからちゃんと出ていました。適判機関の８割が建築確認を行うということも、

これは事実であって、確認と適判の独立性を確保する措置を講じている。このことから、

確認と適判を同じ機関が行うことは、やはり審査の合理化から望ましいと我々は考えてお

ります。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。次が私になりますので、私のほうから。 

 私は、前職を大学に置いていましたので、確認の持っている設計上の問題という観点か

ら３つの意見を出しております。 

 １つが、設計者というのか、申請者が適判機関を選択できるようにするということです。

現状の問題というのが次にあって、派生する問題が出てきますけれども、派生する問題は、

先ほど事務局のほうからありましたように、地域によっては非常に指定確認機関の数が尐
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ないところがあると。そこに新たなものを設けなくちゃいけないということで、質の低下

があってはならない。私は比較的性悪的な面もありまして、そういう表現になっておりま

す。期待される効果というのは、設計者が選択の余地が生じて、適判機関に淘汰が生じる

と。ただ、これも見方としては嗜虐的ですけれども、適正な機関のみが存続するというこ

とで、いわゆる早かろう安かろうという負の淘汰が出ないようにシステムが必要だという

ことです。この危惧を私は正直言って持っているところでございます。 

 それから、２番目が適判担当者の構成ということで、これも常勤、非常勤の話がありま

したけれども、私は基本的には現状の問題、ピアレビューというのは、仲間や同分野の専

門家による検証ということで、やはり自分自身が設計業務をやる者が行うのが筋ではない

かと。これは学術雑誌のレビューでもそのとおりでございますが、同分野の第三者性を持

っている人が内容を見るのが質を高めるということで、同様にやはり設計の質を確保する

という点から見たら、同分野の仲間ということになると思います。それをやることによっ

て、これはいろいろな場で意見が出たと思いますけれども、ピアレビューをやることによ

って自分自身の設計業務にも反映されるという副次的な効果を私どもは期待していいので

はないかと。派生する問題点は、やはり時間がかかると。これは先ほどの実態調査という

ことです。 

 それから３番目、裏に行きますと、いろいろな調査機関の要望だとか、今の○○委員の

話にありましたワンストップ化ということが挙げられておりますが、現時点ではというこ

とになります。シーケンスの問題があったりするんですけれども、私は基本的にはやはり

同機関でやるメリットというのが、空間的に接しているとかいうことと時間の問題という

ことを挙げられておりますが、どちらかというと４番目のデメリットを強調したいと。設

計図書のある部分においてはちゃんと二重チェックができると。いかに空間的に離れてい

るといっても、やはり同じ機関に属する者が見るということはない。学術雑誌等でも、ピ

アレビューを同じ機関の者がやるということは、多分制度的にそういうことをやっている

機関はないと思われます。 

 ということで、私はこの３点を挙げておきました。どこが法制化できる項目かというの

は、これは指導課のほうでご検討いただきたいと思いますけれども、あるべき適判の姿と

いう点で、この３点を意見として申し述べました。以上です。 

 続きまして、○○委員。 

【委員】  ○○です。適判関係の話は後の共同意見のほうに送るといたしまして、木造
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建築関連基準等のあり方について意見を言っております。 

 １番目の丸のところは、何で木造の３階建ての学校だけなのかということで、例えば老

人介護施設だとか集会所だとか、ほかの施設なんかも考えられるんじゃないかと思ったも

ので書きました。 

 それから２番目のところは、学校の建物の周りのオープンスペースを含めてのことを言

っております。 

 ３つ目は、消防施設との関連を言っております。 

 それから４番目なんですけど、これは実験の映像等々を見て思ったことなんですけど、

２回目の実験のとき、バルコニーやひさし、それから防火壁の設置が効果を生んでいるこ

とはよくわかるんですけれども、それから、天井材をプラスターボードを使ったとのこと

だったと思うんですけれども、それらのことが、いわゆる形態制限というか、建物の設計

をしていく上での形態上の制約になってしまうんじゃないかという危惧があったものです

から、それを書きました。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。それでは、次が○○委員のほうから。 

【委員】    資料は多くありませんので、棒読みします。 

 前回の資料３を拝見しまして、下記にコメントいたします。 

 建築物の品質確保のために「適合性判定制度」があるわけですが、その前提として「適

合性判定とその制度」の品質確保が必須です。資料３ではさまざまな角度から同制度の現

状が分析されていますが、「適合性判定」の品質に関する議論がほとんどないのが気がかり

です。国民と社会が望むのは、適合性判定制度の効率化ではなく、適合性判定の品質確保

による良質な建築の供給にあるからです。 

 ２番目です。多くの分析が、これは資料３の分析のことですが、判定に要した日数に費

やされています。例えば、建築主事による場合は指定確認機関による場合よりも１０日か

ら２０日長い、あるときは３０日かかったが手戻りが多いと８０日かかる、などです。こ

れらの文脈では、長い時間を要するほうが悪いという構図が見え隠れしますが、見方を変

えれば、建築主事のほうが丁寧に資料をチェックしている、不具合の多い申請に対してき

め細かく対処し指導したからこそ長い時間がかかった、というように、長い期間を要する

ことこそが、適合性判定の品質確保を担保している証拠だと言えなくもありません。この

ように、判定期間の長い短いだけで良否を判断することは危険であると思います。 
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 ３番目です。適合性判定の品質確保をどのように定量化するか、これはとても難しいこ

とですが、だからといって本制度のあり方の議論において、それに全く言及しないのはよ

ろしくないと思います。私が今考えつくのは、「あるときは設計側にあるときは判定側に廻

る」というピアレビューこそが適合性判定の品質確保の原点であるという認識に立った、

ピアレビュー制度の活用度における適合判定機関の評価です。 

 最後の部分は、先ほどの○○部会長の議論とほぼ同一です。○○部会長からは、ピアレ

ビューが自分たちの腕を磨く場にもなるというご発言がございました。私は、それに加え

て、ピアレビューをやるからこそほどよい品質確保が達成されると思っています。申請側

と審査側が完全に対立すると、昔は稀れにあったことですが、両者の泥仕合になって、い

つまでも終わらないなどがありうります。そういうことは、あるときは設計側にあるとき

は判定側に廻る、つまり互いの事情を知ったピアレビューシステムでは起こると思えませ

ん。一方で、なんでもするすると通してしまうと、結局のところ自分のプロフェッション

そのものを落としめることになりますから、そこでもブレーキがかかると思います。とい

うような趣旨を考えれば、その実践は大変かもわからないけれども、ピアレビューという

のはやはり大いなる効用を発揮しうるものだと考えています。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。続いて、４人の方のどなたか。じゃ、○○委員。 

【委員】 ○○でございます。最後の意見、これは共同意見ということで、建築設計に関

する４つの団体で意見の取りまとめをしまして、それぞれ共同として出せるものというこ

とで取りまとめたものでございます。日本建築家協会、それから日本建設業連合会、日本

建築士会連合会、そして私どもの日本建築士事務所協会連合会、この４名でミーティング

を行いまして、それから、その後メール等でやりとりしまして取りまとめた結果でござい

ます。 

 意見として４項目ございます。まず１番、構造適判に関する事前相談の制度化というこ

とで、既にこれは先ほど事務局からもご説明がありましたように、事前相談というものを

より活用しようというお話がございました。それを法的に位置づけて、事前相談の希望、

これは申請者側からの希望があった場合は、適判機関はそれに応えなければならない仕組

みとしていただきたいという提案でございます。理由は、構造計算というものは、これは

設計の一部でございまして、中には設計者の裁量に任された創造的な要素というものが尐

なからずございます。そういった設計行為に対する判断が伴う以上、構造計算適合性判定
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というのは審査マニュアルにただ機械的に従えばできるものではなくて、やはり設計者と

審査側のコミュニケーション、意見のやりとりが必須であるということでございます。こ

の事前相談を行うことで、審査側の意図が正しく申請者側に伝わり、逆に設計者側、申請

者側の考えも審査側に正しく伝わる。こういうことで適正かつ円滑な審査が行えると期待

できます。ひいては申請者の技術力向上、これは先ほど来、○○部会長からも、また○○

委員からもお話があったように、こういったものも非常に大きな期待でございますので、

技術力向上、そして審査判定基準の明確化、公正化にもつながることを期待しております。 

 先ほどの資料３の２ページに、適判の指摘の例ということで、不適切なモデル化に対す

る指摘というのがございました。このように明らかなミスの場合は申請者側、審査側で意

見が異なることはないんですけど、モデル化でも微妙なケースがございまして、その中で

やはりお互いの意見のやりとりというものが必要になってくるだろうと思っております。 

 それから２番、構造適判機関の指定の合理化ということで、２項目ございます。①のほ

うは、前回の資料の中で適判の指定申請に対する不受理件数が何件かあるということで、

その中の不受理要件を明確にして、合理的な理由がない場合は指定することとするという

仕組みにしていただきたいということでございます。理由としては、指定申請を不受理と

した県の数が１３県ということで、決して尐なくないということ。しかも、不受理の理由

には合理性が欠けているのではないかと思われるものもあります。既存の適判機関との健

全かつ適正な競争を確保するために、受理拒否の合理的要件を明確にしていただいて、拒

否要件に該当しない場合は原則として申請を受理することにしていただきたいということ

です。 

 ②のほうでは、これも既に説明されたところでございますけれども、指定確認検査機関

と同様に、構造適判機関についても、県指定のほかに複数の県にまたがって業務を行う全

国指定ルートといったものを設けていただきたい。理由としては、構造設計に関する必要

な知識、技術というのは、特殊なものを除いては基本的には大きな地域性というものはご

ざいませんので、ある地域で認められた設計手法は他地域でも当然利活用されることが多

いということでございます。こういったことで、一部の都道府県で適判機関の数が不足し

ている地域格差の解消にもなると考えております。 

 ３番、構造適判と建築確認の同一機関での審査を可能とする制度ということでございま

す。構造適判の指定も受けている確認検査機関は、同一案件の構造適判と確認審査を行え

るものとするということでございます。理由としては、構造適判制度の目的というのは、
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従来の確認検査機関では構造関係の審査に必要な技術力が見込まれないため、必要な技術

力を備えた構造適判機関が審査を行うというのが本来の目的でございました。構造関係規

定に関する審査能力を備えた確認検査機関においては、たとえ同一案件であっても建築確

認と構造適判の両方の審査を可能とすべきであると考えております。構造関係規定の審査

では確認検査機関と、それから適判機関の業務分担が定められており、一部の審査項目に

ついては両者が審査する制度になっておりますけれども、このような別人格の確認検査員

と適判員とによるダブルチェックを有効に機能させて合理的な審査を行うためには、両者

が適切に連携する必要がある、整合性のとれた判定を行う必要があるということで、両方

の技術力を備えて権限を適正に行使できる機関であれば、現行の審査レベルを低下させる

ことなく、より質の高い審査が期待できるという趣旨でございます。 

 ４番目、構造適判の対象建築物の見直しについてということです。第２回の部会におい

て、これについて合理化を求める意見を出したんですけれども、今までのところ、それに

ついての説明はございませんので、構造適判制度のさらなる合理化と建築設計の適切性の

確保のためには、審査や設計業務の実態を踏まえた制度見直しの議論が必要であろうとい

うことで改めて提議させていただきます。その中で、例えばですけれども、構造適判制度

の発足後に構造設計一級建築士という資格が制度化されておりますので、構造設計一級建

築士を活用したらどうかということでございます。例えば、構造一級が関与した場合は保

有耐力計算を行った場合のみ適判を行うというような形で審査の合理化も検討する必要が

あるのではないかということでございます。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、先ほど事務局のほうからご紹介のあった資料を含めて、ただいま意見表明を

された方々の資料、それから、参考資料１に、この基準制度部会の１回から前回までの意

見を事務局のほうで取りまとめていただいております。これらをもとに意見交換をしたい

と思いますけれども、この場に、いわゆるリトルマテリアルというのか、書き物をお出し

にならなかった方で、ぜひ言いたいことがあるということがあれば、お時間を差し上げま

すので、言いたいことがある方は挙手をいただきたいと思いますけど、よろしゅうござい

ますか。意見交換の場で述べていただくということでよろしいですか。 

 どうもありがとうございました。それでは、先ほどの資料３から４、それからあと参考

資料１もありますので、包括的に言いますと、資料３の１番目から６番目の項目をまずま
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とめていただいております。本日意見をお出しになった方は、１とか２とか、仮使用もい

くんでしょうか。１、２が多いと思います。それから、４、５に関しては事故調査部会の

○○委員もいらっしゃいますので、その辺も含めてやりたいと思います。主に、まず１、

２関係を中心に、適判制度ですね、ご意見をいただければと思います。今日は、先ほど申

しましたように、これで決めるというわけではございませんので、自由なご意見をいただ

ければと思います。どなたかご意見のある方。じゃ、どうぞ、○○委員。 

【委員】  １と２ですね。 

【部会長】  主にです。 

【委員】  ３もいいですか。 

【部会長】  ３も結構です。 

【委員】  今、種々ご説明とご意見を伺ったところなんですが、まず１つは事前相談の

件で、資料３の３ページ目のところと、それから今の共同意見のほうにかかわるかと思い

ますが、運用上、事前審査というものを国交省として推奨しておられてというお話なんで

すけれども、これは法律論といいますか、行政の手続上の問題としては実はかなり問題が

あって、むしろ時代をさかのぼるような形になっているのではないかと。だから、相手方

の本質的な承諾があれば格別なんですけれども、手続としては後退になるので、法律、制

度をつくった以上は、その手続にのっとって手続を始めなければいけなくて、ここは共同

意見のほうで出ておりますように事前相談を制度化すべきだという議論が出てきています

が、制度化するという方向もあり得るかもしれませんが、事前相談自体をどうするのかと

いうことを、きちんと法にのっとった手続に近代化しないといけないので、つくった途端

に前近代的に運用していくというのもいかがかと思いまして、ここは制度案としてはかな

り問題があるので、国交省のご認識をちょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、関連して、共同意見の２のところで、不受理要件を明確にしてほしい、拒否

要件に該当しない場合は原則として受理してほしいというご要望があるんですが、これも

全くもっともなご意見であって、仮に不受理というようなことを大々的に、特段の規範意

識もなく行政実務をやっているとすれば、それはすこぶる問題であって、運用を直ちに改

善するように、むしろそういう形で指導するのが当然ではないかと思いますので、そのあ

たりのご認識です。事前相談などはこれから変えるというお話なので、もっと大々的に推

奨するというのはあり得ない方向ではないかと思いますけれども、一歩進める形でどのよ

うにされるおつもりなのかということをちょっとお伺いしたいということが１点です。 
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 それから、もう一つは仮使用承認です。資料ですと２６ページなんですが、これは規制

改革等の議論があって、指定確認検査機関に権限を落としている以上は、こちらの権限に

ついてもやらせてはどうかというお話かと思います。それで、ざっくり言うと、そういう

流れでいいのかなというふうには、必ずしも反対するものではないんですが、私が気にな

るのは、２６ページに、審査の基準が個別に裁量性のある判断であるというところに問題

があるという言い方をされているんですが、ここに言うところの裁量性の中身をご説明し

ていただかないといけないのと、それから、民間開放を公権力の行使についてする場合に

は、私の記憶では国交省さんの資料として、建築確認について民間開放してよいのは、そ

れは裁量の問題が出てこないからであるという説明だったと思うんです。しかしながら、

もしこの仮使用承認の話が裁量だとほんとうにおっしゃるのであるとしますと、そこはド

グマというか、説明を変えないといけなくて、また裁量という言葉も裁量的に使われてい

るので、おそらく中身の問題だろうと思うので、尐し抽象的に議論を投げると矛盾が出て

くるので、もしそういう方向性を出すのだとすると、根本から説明を変えないといけない

のではないか。また、建築確認そのものがほんとうに裁量性がないのかというところも原

理的にはかなり問題で、ほんとうに法制度上そういうふうに言い切れるかどうかというの

も、やや言い切りみたいになっているところもあって、私としては、かねてより問題があ

るかなと思っているので、そのあたりをお伺いできればと思うんですが。 

【部会長】  ２点でございますが、これは課長のほうから、まずは事務局サイドとして、

行政的にはどう対応したいか、お答えいただけますでしょうか。 

【事務局】  まず、事前相談でございますが、３ページにございますとおり、実は、こ

こに「制度化」と書いてあるんですが、これは制度というのは法律上の位置づけられたも

のという意味ではなくて、実質的に事前相談をやっているという意味でございまして、な

ぜこれをやっているかというと、申請者側から事前にある程度審査側のご意見も聞きたい

し、説明をした上でやっていただいたほうが後々の手続が迅速にいくということで、むし

ろ申請者側からのご要望に応じてやっているという実態でございまして、これについて私

どもも、そのほうが円滑に進むのであれば、むしろ推奨すべきだということでお願いして

いるということでございます。 

 先ほどの法律に位置づけるかどうかということについては、先生ご指摘のとおり、これ

を例えば義務化するというようなことをやるのは非常に困難ではないかと私は認識してい

ますので、むしろ事前相談も含めて、円滑にどういうふうに進めていけばいいのかという
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ことを尐しご議論いただいて、この部分は例えば運用でちゃんとやるとか、この部分は制

度としてきちんと位置づけるというようなことを今後整理していく必要があるのかと思い

ます。 

 それから、指定について、指定機関が１つしかないところということなんですが、これ

は私どもも先生のご指摘の点については重々認識しておりまして、たびたび、一応、指定

してほしいということを再三申し上げているんですけれども、権限としては知事の権限に

なっているものですから、私どもから強制するのは非常に難しいということで、いろいろ

お願いをする、要請はしておりますけれども、実態上はなかなか応じていただけない部分

があるということ。尐しずつ改善してきてはいるんですけれども、まだまだ不十分な面が

あるということでございます。 

 それから、仮使用については、実は仮使用もいろいろな幅がございまして、おそらく一

律に全てを民間の機関ができるようにするというのも多分難しかろうと考えてはいるんで

すが、ただ、仮使用の中で比較的簡便な工事をやるようなもので、例えば火災時の安全対

策という意味で、防火管理をする人がいるかどうかとか、その人が適切であるかどうかと

いう、個別に消防機関と相談しながら判断しているような部分についてはなかなか定型化

はできないと思うんですけれども、一定の範囲については、それほど火災の危険が尐ない

ような工事については、そういったものも、一定の基準を設けて、民間機関でも判断でき

るようなものであれば、例えば仮使用承認という行政の手続を経ずに使用できるような仕

組みができないかというのは今後の課題としてあるのではないかと考えています。 

【部会長】  どうもありがとう。ほかに何か。 

【委員】  何かちょっと、いいですか。 

【部会長】  ちょっとお待ちくださいね。 

【委員】  今の件なんですけど。 

【部会長】  じゃ、今の継続でしたら、○○委員。 

【委員】  ごめんなさい。今の答えは、ちゃんとお答えになっていないと思うんですけ

れども、事前相談の話は、私も最終的にどういうふうに処理したらいいのかというのは、

まさに知恵の絞りどころなのかもしれないんですけど、本来、きちんと申請すれば、そこ

から期間のカウントが始まるというのが仕組みでありますので、それにもかかわらず、そ

このところを事前にやって、ご本人たちもご希望されているので、そういうふうにやった

ほうが、正式に申請した後、迅速に進むだろうというのは、それは経験則で当たり前のこ
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とで、そのこと自体を否定するものではないんですけれども、そうすると、そういう法律

運用をするということについて、特に何ら規範的な障害を感じることなくされているとい

うことなんですかね。そうすると、今のような考え方は、行政手続法が一番いいとは思い

ませんけれども、行政手続法的な、適切ルールといいましょうか、従前ずっと事前相談的

なことで行政指導を自治体がやってきたというのが建築確認の歴史であって、それをいわ

ば克服するような形で動いてきたと理解しているので、それをまた先祖返りするみたいな

形で、本人たちが望んでいるからいいんだという形で言うと、ちょっと開き直った感じが

するので。しかも、期間設定までもしているわけですから、標準処理期間等も含めて。そ

れをなきものにするということにもなるわけでして、規範的な態度としては整合性を欠く

んじゃないかと思うので、そのあたりが、いいからいいんだ、おおむねいいからいいんだ

という話なんですけれども、実際に問題になるのは、まさにそうではないと納得していな

い方がいらっしゃるときにどうするのかということのために法律の規範というのはあって、

そこのところが答えられてないのではないかというのが、気になるところ第１点。 

 それから、２番目の指定の不受理の話は、知事の責任だからうちは関係ないという話だ

ったかと思いますけれども、だとすると、不受理をやっているのは構造適判機関というこ

とで、監督機関が知事だと、そういうおっしゃり方ですか。指定の権限ですよね。 

【事務局】  はい。 

【委員】  私が申し上げたのは、共同意見のほうの構造判定機関の指定審査に対する不

受理要件というその議論の話で、受理、不受理の話が適法ではないのではないかというこ

とをお伺いしていたので。 

【事務局】  これは適判機関を多分、都道府県が指定してほしいと言われたときに不受

理にしているというか、実際受け付けないというようなことについてのご意見ではないか

ということで申し上げたんです。 

【委員】  ええ。それで、それは違法ですよね。 

【事務局】  法律上どうかと言われると、違法だと思いますが。 

【委員】  違法ですよね。 

【事務局】  はい。 

【委員】  であるとすると、建築基準法上に個別の規定があるかは承知していませんが、

地方自治法上は違法の行為を知事がしていれば、それに対する法的な対応は可能ですよね。

と思いますけど。是正の要求等できるんじゃないですか。 
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【事務局】  そこまではやっていないということなんです。 

【委員】  放置しているということですね。 

【事務局】  それから、１点目の事前相談ですが、集団規定の関係とちょっと誤解され

ているのかもしれないです。ここは構造計算の中身についてでして、むしろ申請者側は具

体的な構造計算はこういう考え方だということを説明しておいたほうが後々の審査が非常

にスムーズにやっていただける、あるいは審査側から具体的な問題を早く指摘されて修正

して申請したほうがいいということなので、そういったようなことをできるだけ、必要な

らばやってほしいということをお願いしているということです。先生ご指摘のとおり、受

けたくないという方に対しても、これをやらなきゃいけないなんてことは一切やっており

ません。したがって、受けたくない方は、直接申請していただければ、そのままいくとい

うことになります。当然ですけれども。 

【委員】  最後に一言。特に集団規定とのことで別に誤解しているわけではありません

で、だとすると、明文の規定がどうなっていて、どうなっているかというレベルでの話を

しているので、そこが違う規定ぶりになっているということでしょうか。でないとすると、

私の議論は妥当だと思いますけど。 

【事務局】  明文の規定はございません、事前相談するなどというようなことは。運用

上やっているというだけです。 

【委員】  ですね。だから、それが問題だということ。 

【部会長】  今はね。じゃ、○○委員、どうぞ。 

【委員】  ○○でございます。この適判の問題に関しては発言しないようにしようかと

思っていたんですけれども、○○委員の発言に刺激されて尐し申し上げたいと思います。 

 資料４の最後のページの４団体からの意見の１番目の理由というところ、これが実態だ

と思います。建築というのはこういうものだと思いますし、それから、先ほどの○○委員、

○○委員のご発言を聞いていても、適判というものがどういうものかということを考えた

ときに、確認制度というのは建築基準法に適合しているかどうかを確認する行為、法律に

合っているかどうかを確認する行為で、資料４の理由のところに書かれていることは、そ

ういうことでは建築の設計はできませんよということを言っているように私には思えます。

それがほんとうに実態だと思います。それから、ピアレビューはこうあるべきで、そのこ

とによって建築がより安全でよりいいものになるということもそうだと思いますけれども、

それだと、そういう仕組みはそもそも建築基準法の確認制度と切り離して、別の法律でも
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つくって、そういうことをやるべきであって、確認制度と連動させる限り、○○委員が言

われたように、法律としてそれを運用することとどうしても整合しない。○○委員は先祖

返りとおっしゃいましたけれども、そういうことにならざるを得ないと思うんです。その

辺から議論しないといけないんじゃないかと私は思うようになりました。 

 特に資料３で一番最初に、２ページに適判の現状の指摘の例というのが出ておりまして、

これを見て僕は尐しびっくりしたんですけれども、腰壁をつけると短柱化するから柱が

云々という、こんな初歩的なことが適判で指摘されたから適判はすごくいいのかというふ

うに僕は適判制度を思っておりませんでした。もっと高度な話をピアレビューによってチ

ェックするということだと思っていたので。この問題は、例えば法律で、こういうことを

してはいけないとか、こういうときの構造計算法はこうすればいいということで確認申請

制度でやれると思いますし、適判制度がいいのではないかとおっしゃっている委員の方々

の意見というのは、こういうことを求めているのではないのではないかと私は思うので、

非常に根本的な意見を言ってしまいましたけれども、そういう意味では、やはり法律上ど

うあるべきかという○○委員のご意見は真剣に受けとめて議論しないといけないかと思い

ます。 

 以上です。 

【部会長】  どうもありがとうございました。ほかにどなたかございますか。 

 じゃ、私のほうから。私はどちらかというと事実論者なんですけれども、事前相談とい

う制度は多分、今、任意で行われているということで、法的にそれを私は別に決めること

はないと思います。これは実は国土交通省がサジェスチョンというのか、ディレクション

を出すのは構いませんけれども、本来やるべきは、設計者が自分たちでやるべき話で、た

だそれが、○○委員がおっしゃるんですけど、実態として何らかのサジェスチョンとか、

これは多分、事務局のほうも、この資料説明の中で法的な論拠をつけようというわけでは

なくて、ある意味で運用体制を例えば行政的にうまくできるかどうかという模索をされて

いるのではないかと思います。それから、適判の内容は、これは一例で挙げられているん

ですけれども、私はどちらかというと、ちゃんとした設計者がやるのであれば、ちゃんと

した設計図書ができていて、これは筋論ですけれども、適判とか審査にかかわる時間も短

くて済むと。ですから、特別な資格を持っているから、何らかの形で適判をスキップする

ようなことはあまり私の念頭にはない。結果論として、いいものをつくってくださる方、

いい能力があれば、それなりの資格をお持ちになって、いい設計図書ができれば、それな
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りに審査にかかる日程も減るというのが私の論理なんですけれども。だからといって、内

容とは無関係に、その人の需給論理的な立場で何らかのスキップをするということに関し

てはあまり賛成しかねる。これは法的に決めるべき話ではないかと思っております。これ

は私の私見でございます。 

 ほかに何か、このことに関して。１から主に３、適判制度でございます。○○委員、ど

うぞ。 

【委員】  私は弁護士なので、あまり技術的なことはわかりませんが、日弁連の消費者

問題委員会等でも欠陥住宅被害という観点からこの問題を考えておりますので、その基本

的な視点、考え方を申し上げたいと思います。 

 この適判制度がなぜできたのかというところから考えなくてはならないんだろうと思っ

ております。結局、構造計算の偽装事件というものが起きたと。これが一部の不心得者の

特殊な建築士さんが引き起こした例外中の例外の事件という捉え方はやはり間違っている

んだろうと思っています。我々が日常的に欠陥住宅被害を起こしている建築士さんを見て

いると、非常にお粗末で倫理観のない人、それから、能力がなくて、悪意はないんだけれ

ども、とんでもない間違いを犯しているという人によく出会います。そして、施工業者と

か工務店とかゼネコンに非常に経済的に従属していて、言いなりになりがちだと。これは

みんながそうだと言うつもりは毛頭ありませんが、現在の建築士さんの置かれている状況

を前提にすると、非常に危うい状況にあると思っています。 

 それから、民間確認機関も、株式会社だから悪いとは言いませんが、やはり営利を追求

し存続していくということで、さっき○○委員のほうから、早いのは市場原理が非常にう

まく機能している例だという話がありましたが、それについては私は見方が全然違ってい

て、○○部会長からもご指摘があるように、それから○○委員からもご指摘があったよう

に、やはり早かろう安かろうという危険がある。こういう建築士さんの問題点、それから

民間確認機関の問題点、そういう構造的なことが要因になって耐震偽装事件が引き起こさ

れ、確認制度と適判制度をどういうふうに構想するかという細かい問題は別にして、従前

の確認制度だけではやはりこういう事件は防げなかったと。それを防ぐためには、何とし

てもピアチェック、ピアレビューですか、適判機関が必要だとなったんだと思うんです。

その事情、立法事実にはいささかも変わりはないのではないかと思っています。ですから、

むしろ、問題点は問題点でもちろん是正しなければなりませんが、不都合な点を改めると

いうことは当然ですが、この適判制度を維持、発展させていくという視点こそ必要なんじ
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ゃないかと。まさに○○委員がおっしゃったように、適合性判定の品質確保の追求が重要

ではないかと思います。 

 個別の一般の庶民にとって、家を建てるとすると３０年は住むと思うんです。さっき○

○委員のほうから、普通だったら７日ぐらいかかるものが、適判制度が入ってきたりして

５０日かかって問題だというお話もありましたけれども、家づくり、いろいろなパターン

はあるかと思いますが、３０年住むちゃんとした家に住むということになれば、ここに来

ている建築士の方も、もし戸建て住宅を設計するのであれば、１年ぐらいかけて施主とい

ろいろ打ち合わせをして、ライフスタイルとか将来のこととか、敷地の環境とか周りの家

の状況とか、いろいろなことをじっくり打ち合わせをしてつくるんじゃないのかと。そう

いうときに無駄なことをやっていれば別ですけれども、これは○○委員も同じですが、日

数だけを問題にするんじゃなくて、やはり中身ですね。それで３０年きっちり住むものの

安全が得られるということであれば、それは非常にいいことなのではないかと思います。

消費者も、「早いほうがいいでしょう？」と言われれば、「そうですね」と言うかもしれま

せんが、やっていることの中身とか、家づくりの本質、そういうことを考えれば、決して

適判でいろいろやって５０日かかったからだめだとか、そういう意見にはならないと思う

んです。 

 そういう意味で、改めるべき点は改めるということはそうだと思いますが、○○委員が

おっしゃるように、適判制度の品質確保ということを効率化よりもぜひ追求していただき

たいと思います。 

 以上です。 

【部会長】  どうもありがとうございました。それでは、○○委員今のご意見に対する。 

【委員】  安全第一という面で、先ほど私も最初のほうにお話ししたんですが、要は日

数が何日とかという問題は当然あるわけです。ただ、この基準法が今、つくられた時代か

ら、先ほど資料３の１６ページに、ちょっと別の見方からすると、木造３階建てや鉄骨造

３階建て、９メートルを超える。これは先ほど事務局のほうから、今の時代は、人の身長

も高くなってきているし、住まい方も変わってきているから、高いものが必要だと。だか

ら、そういうのを考えると、適正というものをちょっと考えていかなきゃならないんじゃ

ないか。その中で、安全はちゃんと確保しながら、いわゆる確認申請の日数も適正かどう

かというのをもう一回見るべきではないか。日数が尐ないから危険なんですよというんじ

ゃなくて、果たして多く時間をかければ、それで適正なんだろうか。実は、それをするこ
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とによって過剰になったり、大したことないと言うかもしれませんけれども、それによっ

てコストも上がりますし、そういったものを考えると、現状をもう尐し見ながらこういう

内容も検討すべきではないか。そういう中で、我々が経験している中で、いわゆる大きな

建物と違う住宅に関しては、このぐらいの日数が適切じゃないですか、安全も確保しなが

ら適正じゃないですかという意見を言いたかったわけです。だから、多くかけて安全じゃ

ないとか、尐なくて危険じゃないとか、そういう議論じゃなくて、ちょっとそういう観点

も考慮していただければと思います。 

 以上です。 

【部会長】  どうもありがとうございました。それでは、○○委員。 

【委員】  法律の議論、弁護士さんの場合はもめごとが起きているところに常に携わっ

ていらっしゃるから、どっちかというと建築家性悪説になってしまうのかもしれないんで

すけれども、そういう人もいますけど、本来きちっと法律を守っているのが大半です。法

律だけ守れば物ができるという世界じゃないことも○○委員もわかっていらっしゃると思

うんですけれども。要するに言いたいのは、建築物にもレベル差がいろいろあるので、例

えば学校で言えば大学から小学校まである。だから、１つの法律ですべてを仕切るのは難

しい。私は適切な期間というのもあるべきだし、それを多分○○委員はおっしゃっている

と思うんですけれども、必ずしも短ければいいというわけではない。ただ、現場を知って

いる者からすると、審査が長くなった分、じゃ、着工も工期も潤沢に皆さんくださるんで

すかという話です。残念ながら決してそうはなっていないんです。消費者もやっぱりいつ

いつ欲しい、事業も年度内に終わらせなさい。そうすると、検査期間がどんどん長くなる

と、どこが圧縮されていると思いますか。設計期間を圧縮するんです。だから、もしかし

て整合性がものすごくとれてないと建築家が責められるとするならば、設計期間がそこで

圧縮されてきているというのが現実なんです。だから、やはり適正な期間をお互い持たな

いといけないので、長ければいいという議論はちょっとおかしいなと思います。 

【委員】  誰も長ければいいなんて言っていません。 

【部会長】  ややもすると誤解があると思いますが、○○委員も長ければいいと言って

いるわけじゃなくて。 

【委員】  誰も長ければいいなんて議論してないですよ。 

【部会長】  短くて悪かろうというのは、やはり何らかの形で排除しなくちゃいけない

と。それから、建築の話ばっかりになってしまうんですけど、建築の中でやはりかなり長
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くやるのを、最初の、期末試験が近づいたから連日徹夜でというような、そういう制度は

多分、それに甘んじている限りは建築家の地位向上はないんじゃないでしょうかという哲

学論もあると思います。これ、姉歯のとき以来から、建築家の地位確認ということでいろ

いろな、３点セットをお考えになって、その結果として、構造一級というのができたり、

報酬基準の改正ができたりという３点セットが動いたと思うんですけど、その３点セット

は必ずしも有資格者が何らかの形で一種の設計上の特典を得るようなことは一切考えてい

なかったのではないかと思います。実態論の話とあるべき姿論がどこかで折り合わなくち

ゃいけないということが、あと２回、３回の議論で出てくるかもしれませんけれども、そ

れぞれ、私も含めて、書いた文章がレトリックが入っていて、適正にやれば短くていいと

か、ちゃんとやるためには必要な期間があるんだという、それぞれの必要だとか適当だと

いう言葉の中にあるんですけど、どちらに立っても主張ができるということになるのでは

ないかと。 

 じゃ、○○委員。 

【委員】  何か議論が屋上屋を重ねているような気がしています。まず、適判をほんと

うに確認審査とペアで全部やるかという判断がそろそろ必要ではないかと思います。おそ

らく、適判の期間が長い短いというのも建築主によって受け止め方が全然違う。プロジェ

クトによっても全然違う。もともと建物というのは建築主が責任を持って全部決めるとい

うのが原則で、その上で優秀な建築士を雇ったり、優秀な施工者を雇ったり。しかし、日

本の場合は、とにかくどんなに安い建築士、施工者を雇っても、建築基準法、建築士法、

建設業法などの法律で全て縛って、法的に問題のない安全な建物が確保できるようにして

いる。あまりにも安い業者を雇えば、建築主の責任において、ある程度別途にチェックし

たり、支援部隊を参加させたりしないと安全な建物が獲得できないというリスクがない。

このような制度、つまり建築士や施工者すべてが優秀でも、逆に問題があっても、何でも、

とにかく法律で細かく規定してそれをすべて守らせるという考え方に無理があって、そこ

の部分をどこまで法律で規制するのか。特にこのような構造技術の話というのはヨーロッ

パではあり得ないんですね、法律で規制しているなんていうのは。やはり資格制度と保険

制度のペアでやっているわけです。日本の確認制度で、もし現状のように全部やるとすれ

ば、いろいろな建物によって当然適判の期間は違ってくるわけです。私はやはりそれはや

るべきではないと思うんです。そうすると、どこまでを適判の中で判断しながら確認申請

とペアでするのか。あるいは、それは別途に、昔は大臣認定というのがありましたね。そ
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れぐらいのことでやるべきことかを考え直す時期にあると思います。また、事前検討とい

うのは大事な機能だと思います。現在、一旦社会人になった方が、例えば大学の先生であ

る○○委員のところに気軽に相談に行くというのはあまりないわけで、事前検討というの

はまさに実務の新しい技術者を育てていくためにも非常に重要な機能だと思います。これ

は法律で律することとは意味や効果が異なります。それを確認申請制度の中で無理やりや

るというのは無理がある。そうすると、適判というのは確認審査とは尐し切り離した形で

考える必要があるのかもしれないですね。この辺はまだ私も考えがまとまっておりません

けれども、どうも確認申請の中で全てを組み込んで法律で規制しようということが、既に

時代の流れ、日本の技術力を高めるという目標からして変わっていっていいんじゃないか

と思います。 

【部会長】  ありがとうございました。じゃ、どうぞ。 

【委員】  ○○でございます。適判制度、適判審査の品質確保といいますか、品質向上

という○○委員の意見に全く賛成でございます。審査期間が長い短いという話に私はあま

り議論を持っていきたくなくて、なぜかというと、要するに、○○委員もおっしゃったよ

うに、適判でどういったことを指摘すべきなのかというところが、やはり今、実態として

非常にあいまいなんです。資料３の２ページにあるような、明らかにおかしい、非常に初

歩的なこと、これを適判の中で、このぐらいだったら普通の確認検査の中で検査員でもわ

かると思うんですけど、そういったものをこれは適切に排除していただきたいんですけれ

ども、実態として問題になっているのは、モデル化でも非常に微妙な設計者の考え方と審

査者側の考え方と、意見の分かれるようなゾーンがあるんです。これは本来ならば設計者

の裁量で任されているところに対する適判員からの非常に、我々がこの場で言ってはあれ

なんですけれども、重箱の隅をつつくようなところの指摘があって、それによって審査が

適切に進んでいないという実態があるものですから、そういったところを整理するための

事前相談というのも必要になっているという実態でございます。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。実態論ですね。ほかに何かございますか。

それでは、○○委員。 

【委員】  中身というより、私は前回、適判機関の方のヒアリングというか、意見を聞

くのもいいんじゃないかというご提案をしたんですけど、はっきり言えば、適判機関は一

生懸命やっているんだけれども、いろいろ言われているという状況なわけだと思うので、
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そういうことに対して適判機関の方がどういう説明なり弁明なりご意見を持っているのか

と。私もちょっといろいろ聞いたことがあるんですけれども、例えばさっき出ていたよう

な例も、ほんとうに初歩的だということなのかもしれませんけれども、現にこういうのす

ら見過ごされて出てきてしまっているんだというふうな例として聞いたこともあるんです

けれども、やはり弁明の機会を与えるというか、この委員会において１回聞くべきじゃな

いかと。そうじゃないと、何を決めるにしても手続としてフェアとは言えないんじゃない

かと思いますので、委員長にもぜひお願いしたいと思うんですが、一度、適判機関の方を

呼んで、この場でヒアリングするというか、いろいろディスカッションするという機会は

あってもいいのではないかと思います。 

【部会長】  そのあたりは、ちょっと私と事務局で相談させてください。随分いろいろ

な実はヒアリングのデータをお持ちだと思うんですけれども、今日、整理する時間もある

ので、今後どうするか、次回、次々回あたりの予定も含めて検討させていただきたいと思

います。前回、○○委員のほうからも、どういう情報をこの場に出すかというご提案もあ

ったと記憶しております。 

 それでは、目次構成でいくと、もっと若干専門的な昇降機の話、４、５、それから６も

あわせて、この項目についてのご意見を伺いたいと思います。じゃ、○○委員。 

【委員】  それでは、３１ページの４の昇降機、遊戯施設等のところでお話をさせてい

ただきたいのですけど、現状は非常によくまとめられています。ここにあるように、現実

に昇降機、エレベーター等がちゃんとチェックされているかと言われると、建築関係の人

がこれを全部やるのは難しいというのは事実であります。３３ページ目にありますように、

エレベーターに詳しい、特に安全装置なんかに詳しい建築関係の人はほとんどいないとい

うが現状であります。これで現実には通っている。なぜこれで事故がそんなに多くないか

というと、これはメーカーが一生懸命、かなり自主的にやっているという面が強いのです。

大枠で言って、エレベーター、エスカレーターは、機械ですよね。それを建築の人がでや

るのはどうも根本的に無理があるのではないかというのが大前提にあります。それでは、

どうするか。特に安全装置みたいなものになると、これは相当詳しくないとできない。例

えば事故が起きるたびに建築基準法でエレベーターの基準をつけ加えていっても、ある意

味でモグラたたきみたいな話になってしまっている。大事なのはやはり、今の話にちょっ

と絡みますが、国と民の役割分担をどうするかという話につながります。エレベーターに

関しては、できたら性能規定化というか、こういう要望、要求基準を満たせば良いとする。
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具体的な内容は、例えばＩＳＯに整合して、ＪＩＳ規格にのっとれとすれば良い。。ＪＩＳ

規格は常に改定しているので、それを民で全部任すという構造にしない限り、全部国が前

もって事前にチェックしてというのはもう破綻しているのではないか。特に建築基準法の

中でエレベーターとかエスカレーターの基準を細かく規定しようというのは、かなり無理

があるという問題意識を持っています。 

 それから、次に定期検査の話をちょっとしたいと思います。ページで言いますと３６ペ

ージのほうに定期検査があります。ご存じのように、エレベーターは定期検査が法律で決

まっていて１年に１回、ちゃんと資格を持った人が面倒を見ることになっている。現実に

は二、三カ月に１回必ず保守点検をやって、それは民間の業者に任せている。民間の業者

の保守点検に関しては、実は保守点検している人に、ある意味で資格制度はなくて、誰が

やってもいいという状態になっている。ところが、定期検査に関してはちゃんと資格があ

る。ここにありますように、その資格は何かというと、一級建築士、二級建築士または昇

降機検査資格者となっている。一級建築士、二級建築士がエレベーターの中がちゃんとわ

かるとは到底思えない。実際はここに書いてあるように、ほとんどが昇降機検査資格者が

やっているというのが現実です。そうしますと、定期検査もそうですが、保守点検のよう

なある意味では維持管理のほうにも、これは放っておくと悪い業者、特に保守点検が独立

系を認めたということで、いろいろな業者が実は入ってくる。そうすると、やはり保守点

検に関しても維持管理に関しても、ある程度技術を持った人が面倒を見るという形を押さ

えておかないといけない。悪い言い方をすると、エレベーターの保守管理、ちゃんとやっ

ていれば数年は何の事故も起きないけど、ある年月がたつと起き出す。そのときになって

保守点検業者の悪いやつは逃げ出しちゃうという話になったりするんです。ですから、や

はり保守点検も含めて、ある程度ちゃんと、資格を持っていないと保守点検業者として認

めないとか、そういう大枠を決めておいて、具体的な内容は民に任。この方針にすべきで

はなかろうかというのが１つの提案です。 

 最後に、これは前の意見でも出ていましたけど、事故調査部会を担当させられているの

ですけど、やはり警察との関係です。最近やっとお陰さまで警察と話ができるようになっ

てきてはいるのですけど、どうも、例えば誰かを呼んで話を聞きたいとなると、調査権限

というのが非常に不明確です。警察は捜査権限というのがあるけど、我々に調査権限がど

の辺まであるのかということになる。事故調査機関としての権限に相当問題があるなと思

います。これは運用になればできるんだという説もありますけど、現実にはなかなか難し



 -34- 

い。やはりある程度制度を明確にしておかないと事故調査というのはうまく回らないんじ

ゃないかという気がするということであります。 

 概略ですけど、そういう提案をしたいと思います。 

【部会長】  どうもありがとうございました。今の○○委員の話で、４の昇降機と遊戯

施設に関して、いわゆる機械系の、特に３１ページに具体的に書かれている、構造図とい

うのは多分これは建築のほうで、これは逆に機械の方はわからないと思うんですけれども、

制御盤回路図となると、これは安全装置というのもブラックボックス化されていて、多分

つくった人じゃないとわからない情報が入っているので、尐し昇降機、遊戯施設、これは

建築基準法の中の項目に今入っているんですけれども、残すとすれば、分担ごとに考えた

ほうが資料としては議論できやすいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

【委員】  そうですね、要するにエレベーターを設置する環境だとか、それから強度だ

とかということは建築もかなりなじんでいるところがありますけど、今言った制御回路だ

とか安全装置、ハードそのものというのは、これはかなり難しいのではないかと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。ほかに何かこのあたりございますか。じゃ、○

○委員。 

【委員】  昇降機等の件なんですけれども、これも毎回申し上げているんですけど、ま

ず今日この資料で、○○委員も言及されたんですけど、３３ページで、一応、建築確認で

やっていることになっているけど、実際やっていませんというのが審議会の場で堂々と出

てきているということについて、大変な、もっと驚きをもって受けとめなきゃいけなくて、

そういうもんだと思っちゃいけなくて、これはだから、完全に違法なわけですよね。言い

わけの余地はないわけで、しかも、やっていることになっておりますと建前としてなって

いて、やっていないという数字が具体的に出てきているということなので、昇降機とか、

それから遊戯具もそうなんですけど、毎回言っているように、建築基準法でこれを扱うと

いうことがほんとうにそぐわないといいますか、それなりにきちんとつくっていかなきゃ

いけないので、特性に合った形で、専門家を育てなければいけませんし、行政もそれなり

に具体性、独立性を持ったセクションを用意するなりして、真剣にゼロベースで考えてい

かないと、そろそろ限界の限界を超えているような感じがありまして、さっきの適判の話

はまだ建築物にかかわるんですけど、この話はほんとうに既に異質の話になっているので、

いつになったら重い腰が上がるんだろうかと私としては思っているところであります。 

 それから、もう一つ、事故調査の件については、これも大きな問題意識でありますけれ
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ども、日本の法律は、事故調もありますけど、必ず行政が調査する場合には、犯罪捜査の

ために用いられたものと解してはならないと、その一文をどうしても法制局が入れてくる

わけですけれども、これは私の理解では、アメリカ法をちゃんと理解していなかったがゆ

えにできた我が国独特の法ドグマでありまして、考えてみれば、行政調査と捜査機関が連

動してくるのは、これは行政の権限の強さということからすると、捜査機関も行政機関の

１つでありますので、そこは本来連続性を持っているもので、連続性を持っているものを

完全に分断するというドグマ自体がほんとうはおかしくて、当時、憲法を制定したときの

アメリカ法に対する知識不足というんでしょうか、そういうことの結果として、今日まで

それがひとり歩きして現時点に至っていて、したがって効果的な調査ができないでいると

いう話なので、これも含めて、これも戦後レジームの転換なのかもしれないんですけれど

も、これは克服すべき戦後レジームではないかと考えておりまして、これも含めてお考え

いただければいいなと思っております。 

【部会長】  じゃ、○○委員、どうぞ。 

【委員】  今のご意見に対してですけれども、昇降機は建築と切り離すことができない

一体なものだと思いますので、建築基準法の中にあることは何ら問題はないというか、や

はりなきゃいけないものかと思います。ただ、確認で昇降機の安全性をチェックするのが

適切かどうかの問題だと思います。遊戯施設は全く別の問題ですので、遊戯施設を建築基

準法にいつまで入れておくかというのは全く別に議論すべきことかと思います。 

 以上です。 

【部会長】  はい。 

【委員】  全く同様ですけど、さっき言ってないんですが、設備一級がやっぱりあるん

ですよね。構造一級はまだ同じ土俵で勉強した人たちがやっているんですが、設備になる

とわからないんです。ですから、これもさっきの適判云々をどうするかという扱いと同時

に、設備は昇降機だけではなくて、もっとさまざまに問題領域がありますので、それも腹

をくくって考えないといけないんじゃないか。特に設備の配管や二次部材をつり子で吊っ

た場合の構造的問題などというのはようやく建研でも研究を始められましたけど、太径の

パイプが落ちておおきな事故につながるなど、だんだんと被害が大きくなってきています。

これも事故が頻発するということになってくると、設備一級の人が見ているのか、建築設

備士の方が見ておられるのか、あるいは構造の問題なのか、その辺やっぱりもう尐し原点

に返らないといけないと思います。 
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【部会長】  ありがとうございました。設備一級が何を見るかという点だと思いますけ

ど。 

 ほかに何か。よろしゅうございますか。事故関係は。じゃ、○○委員。 

【委員】  昇降機で、今の議論と大分外れるんですけど、エスカレーターも昇降機だと

思うんですけど、ですよね。それで、あれも結構事故があると思うんですけど、ビッグサ

イトのものが結構報道もされ有名なんですけど、あれは何らかの基準とか、あれは使い勝

手の問題もあると思うんですけど、要するにあれは定員以上にたくさん乗ってしまったと

いうのがあるんですけど、あれになるとエレベーターよりさらに研究するべきかと思うん

ですが、ここでは議論にならないんですか。 

【委員】  いや、これ、昇降機等というのはエレベーターも含むのです。エスカレータ

ー、エレベーター、遊戯を含んでエレベーター等と言っています。当然、エスカレーター

についても基準法の中にあります。もし補足がありましたら事務局のほうでお願いします。 

【事務局】  そのとおりです。 

【委員】  入っていますね。 

【部会長】  私もちょっと見たことがあります、確認したことがありますけれども、例

えばエスカレーターの幅があって、１０メートル幅のエスカレーターはできないとか、そ

ういうような、ある程度のルールはありましたね。 

【委員】  あります。 

【部会長】  今日は自由な議論ということで、先ほどの事故調査の問題のように、免責

を含めて基準法の枠を大きく離れた全体の法制度の問題までご意見がありまして、ご意見

は後で事務局でまとめていただくということにいたしたいと思います。 

 最後の６番の効率的なこれについては、これは何か特段のご異議ございますでしょうか。

○○委員。 

【委員】  意見というよりは、真意をお伺いしたいと思います。この６の心はなんでし

ょうか。新しい技術のためのというのはわかりますが、もう尐し何か具体的なターゲット

があるのでしょうか。 

【事務局】  これについては、いろいろなところで、旧３８条といって、全く基準のな

い世界で認定した時代の復活というようなことをご指摘になる方もいらっしゃいますので、

昔のような形にできるかどうかわかりませんけれども、かなり、もっと柔軟な運用ができ

るような仕組みが要るのではないかと。 
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【委員】  つまり、復活させたいという人たちがいるわけですね。 

【事務局】  復活そのものは非常に難しいのではないかと思っておりますが、そういう

ふうな円滑な導入に向けた仕組みを考える必要があるのではないかということでございま

す。 

【委員】  ありがとうございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。４３ページに書かれている方向性の趣旨

としては、新しい技術、新材料も含めたことだと思いますけど、それを使いやすくしたい

ということで、趣旨はそういうこと。私のほうは、これをやるに当たっては、昔と違って、

下の表にある指定性能評価機関がかなり複数になっているので、どういう仕組みで新技術

を認めるか、これは運用上の問題かもしれませんけど、それが実行に当たっての問題にな

るのではないかと思いますので、ちょっとその点は、実行段階においてどういう形で、ど

ういうシステムでもって新技術を認定なりするかという、またこれも早かろう悪かろうと

いうのはぜひ避けていただきたい。 

 よろしゅうございますでしょうか。今日は自由なご意見ということでございます。どう

でしょうか。資料３とか今日の４あたりで、私も言いたいということがあればということ

で、これ、次回、３もしくは４に類する資料をまた委員のほうから募集する時間はありま

すか。まだ、次回は７月でございます。時間的には、どうしましょうか。６月いっぱいま

でに……。 

【事務局】  もうちょっと早いほうがいいですね。 

【部会長】  ６月中。何とかなりませんか。次回は７月１０日でしたっけ。 

【事務局】  ７月１６日なんですけれども、できればもう尐し早い、例えばこれから１

カ月ぐらいで。 

【部会長】  はい。じゃ、６月２０日とかということでよろしゅうございますか。６月

２０日までに、今日、事務局からご紹介のあった資料３と、それから、やはり適判に関し

ては適応範囲だとかワンストップ化みたいな点でＡ論、Ｂ論というのが出たと思います。

そのあたりのお考え。それから、先ほど来、昇降機の部分の問題とかありますので、主に

資料３の１から６のどの部分に該当するかということを冒頭に書いていただいて、６月２

０日までに、事務局のところに資料を提出していただくということにしたいと思います。

集まったものに関しては、今日の資料４のような形で、次回においてご意見を表明してい

ただく時間を設けたいと思います。 
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 それでは、今日はこれで本日の議事を終わらせていただきたいと思います。最後に、今

後の予定、それから、１回、２回、３回と、わりと早い時期にお願いいたしました耐震改

修促進法案の国会審議の状況について、事務局のほうから、これはご報告をお願いしたい

と思います。 

【事務局】  はい。まず、今後のスケジュールでございますが、資料５をお開きいただ

きたいと思います。７回目は７月１６日２時からということで、これはもう既にご予定は

ご連絡してあるかと思います。この場で行いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、後日、部会長ともご相談しまして、８回目、９回目、９月ごろ、１１月ごろ

を想定しておりますので、これについては後ほど日程調整等させていただきますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それから、耐震改修促進法の審議の状況でございます。３月８日に閣議決定がされまし

て、４月２３日に衆議院は本会議で議決いただきました。参議院は実は今のところ明日、

国土交通委員会において審議をいただく予定になっておりまして、ご可決いただければ、

今週中には多分本会議でもご可決いただけるのかと考えて、これはまだ未定でございます

けれども、そうしますと今月中には公布されることになろうかと思います。公布日等はま

だ未定でございますが、そういう状況でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。それでは、予定の時間となりましたので、

以上をもちまして、本日の建築基準制度部会の審議を終了させていただきたいと思います。

今後、先ほど事務局からお話がありましたように、資料５のとおり、年内を目指して第二

次報告にまとめていきたいと思います。ぜひ次回、ご意見を提出していただくようお願い

したいと思います。 

 じゃ、どうも、本日は夜遅くまでありがとうございました。 

 

── 了 ── 


